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諮問庁：環境大臣 

諮問日：平成２８年３月１８日（平成２８年（行情）諮問第２４６号） 

答申日：平成２９年３月６日（平成２８年度（行情）答申第７７５号） 

事件名：特定個人に対し特定地番に係る除染について説明するための文書の

開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

つき，別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）を特定し，

開示した決定について，諮問庁が本件対象文書の外に本件請求文書に該当

する文書を保有していないため審査請求を棄却すべきとしていることは，

結論において妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年１１月５日付け環東地福庶

発第１５１１０５７号により東北地方環境事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が行った開示決定（以下「原処分」という。）を取り消し，更なる

文書の開示を求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書，反論書及び意見

書の記載によると，以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

   宅地地権者事前立会い記録の文書が開示されていない。 

（２）反論書 

   平成２６年１月３０日に特定個人Ａより，同意書が提出されており，

そのときの事前立会いの記録の文書がなければならない。 

   平成２６年１月３０日に事前立会いをやるという文書も連絡も受けて

いない。 

   宅地権者事前立会いは，各関係人の立会いを得て，現況図と除染実施

計画書の基づき自宅等の現況確認と除染方法について個別に説明した上，

同意書の提出を受けた後に除染等工事の実施前に各関係人，環境省職員

のほか，除染等工事を実施する受注ＪＶの担当者を交え，現地で具体的

な除染の実施方法について打ち合わせるものである。また，平成２７年

４月１６日に現況確認と除染の実施方法について説明したとあるが，現
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況図と除染実施計画書等の書類をいまだ担当職員よりもらっていない。 

   説明するのであれば，特定個人Ａ，審査請求人の関係人に同時に説明

するのが当然のことであり，片方だけに説明するのは矛盾している。 

   平成２６年１月３０日に説明していないのに平成２７年４月１６日に

同じ説明ができるわけがない。 

   以上のことから，記録の文書は存在するものと考えられる。 

（３）意見書 

   審査請求人から，平成２８年４月１９日付け（同日収受）で意見書及

び資料が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当で

ない旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 審査請求人の主張についての検討 

審査請求人は，原処分の取消しを求めているので，その主張について検

討する。 

審査請求人は，原処分に対して，「宅地地権者事前立会い記録の文書が

開示されていないことから，全ての文書が開示されていない。」と主張す

る。 

諮問庁が処分庁に確認したところ，処分庁の説明は次のとおりであった。 

審査請求人は，宅地地権者事前立会いの記録文書が開示されていないと

して，原処分が一部だけの開示であることを本件審査請求の理由としてい

るが，本件開示請求に基づく開示文書は，請求する文書の名称等を踏まえ，

開示対象となる文書を特定した上で，その全部を開示したものである。 

また，宅地地権者事前立会いは，各関係人の立会いを得て，現況図と除

染実施計画書に基づき自宅等の現況確認と除染方法について個別に説明し

た上で，宅地地権者から同意書の提出を受けた後に，除染等工事の実施前

に各関係人，環境省職員のほか，除染等工事を実施する受注先の担当者を

交え，現地で具体的な除染の実施方法について打ち合わせるものである。 

しかしながら，審査請求人に特定地番の宅地等の現況確認と除染実施方

法について平成２７年４月１６日に説明したものの，同意は得られていな

いことから，審査請求人が開示されていないとする宅地地権者事前立会い

記録は不存在の状況にある。 

したがって，原処分について，「宅地地権者事前立会い記録の文書が開

示されていない。」とする審査請求人の主張には理由がない。 

２ 結論 

以上のとおり，審査請求人の主張について検討した結果，審査請求人の

主張には理由がないことから，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却

することとしたい。 

第４ 調査審議の経過 



 

 3 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２８年３月１８日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年４月１９日     審査請求人から意見書及び資料を収受 

   ④ 平成２９年２月１６日  審議 

⑤ 同年３月２日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

   本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

その全部を開示する決定（原処分）を行った。 

これに対し，審査請求人は，「宅地地権者事前立会い記録の文書が開示

されていない」旨を主張して，原処分の取消しを求めているところ，諮問

庁は，これを妥当としていることから，以下，原処分の妥当性について検

討する。 

 ２ 原処分の妥当性について 

（１）本件開示請求は，特定個人Ｂを特定した上で，本件請求文書の開示を

求めるものであり，その存否を答えることは，特定個人Ｂが特定地番の

地権者である事実の有無（以下「本件存否情報」という。）を明らかに

することとなるものと認められる。 

そして，本件存否情報は，特定個人Ｂの権利に関する情報であるから，

法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であって，特定の個人

を識別することができるものに該当するものと認められる。 

（２）そこで，本件存否情報の法５条１号ただし書該当性に関し，当審査会

事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，特定個人Ｂが特定地番の

地権者である事実の有無は，不動産登記記録等により公にされていない

とのことであった。 

当審査会において，特定地番に係る不動産登記記録の全部事項証明書

の提出を受けて確認したところ，これに特定個人Ｂの氏名は記載されて

いないことが認められる。 

   そうすると，特定個人Ｂが特定地番の地権者である事実の有無は公に

されているとは認められず，その予定があるものとも認められないこと

から，本件存否情報は，法５条１号ただし書イに該当するとは認められ

ず，また，同号ただし書ロ及びハに該当すると認めるべき事情も存しな

い。 

 （３）以上によれば，本件開示請求については，本件対象文書が存在してい

るか否かを答えるだけで，法５条１号の不開示情報を開示することにな

るため，本件開示請求に対して本件対象文書を特定したことは適切でな

く，本来，法８条の規定により開示請求を拒否して不開示とすべきであ
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ったものと認められる。 

したがって，諮問庁が本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文

書を保有していないため審査請求を棄却すべきとしていることは，結論

において妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

 ４ 付言 

（１）本件開示請求は，審査請求人（開示請求者）に対して除染について説

明するための文書一式であるから，処分庁は，行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律に基づく開示請求をするよう教示すべきであっ

たといえる。今後，開示請求に係る事務手続において，適切な教示をす

るなど，的確な対応が望まれる。 

（２）なお，別紙の１及び２のとおり，処分庁は，本件開示請求を受けて特

定した文書名として，本件請求文書と同一の文書名を開示決定通知書に

記載した上で，別紙の３に掲げる３文書を開示したものであるが，本来

は，開示決定通知書には，特定した文書名としてそれら３文書の名称を

記載すべきであったのであるから，今後，この点に留意して適切に対応

することが望まれる。 

５ 本件開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，全部開示した決定について，諮問庁が本件対象文書の外に本件請求文

書に該当する文書を保有していないため審査請求を棄却すべきとしている

ことについては，本件請求文書に該当する文書の存否を答えるだけで開示

することとなる情報は法５条１号に該当し，その存否を明らかにしないで

開示請求を拒否すべきであったと認められるので，結論において妥当であ

ると判断した。 

（第４部会） 

  委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙 

 

 １ 本件請求文書 

特定年月日に特定個人Ａ氏から同意書が提出されているが，もう一人の

地権者である私に対して除染について説明するための文書一式（特定地

番） 

 

 ２ 本件対象文書 

   特定年月日に特定個人Ａ氏から同意書が提出されているが，もう一人の

地権者である私に対して除染について説明するための文書一式（特定地

番） 

 

 ３ 開示に係る文書 

   特定地番に係る次の文書 

① 除染実施同意書 

   ② 現況確認書 

   ③ 現況図 

   ④ 除染計画書 


